
議案第１７号  

 

   秦野市まちづくり条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市まちづくり条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和３年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 秦野市総合計画基本構想の策定及び新東名高速道路の開通等の本市を取り巻

く環境の変化を踏まえ、土地利用の適正な誘導と民間投資を促し、持続可能な

まちづくりを推進するため、次のとおり改正するものであります。 

 (1) 新たな都市像に合わせ、条例の目的等を改めること。 

 (2) 特定環境創出行為について、環境影響評価法の規定による評価書の公告

又は神奈川県環境影響評価条例の規定による予測評価書の公告手続を経た

ものを対象から除外するとともに、事業者による計画書の周知期間及び見

解書の縦覧期間並びに市民等による意見書の提出期間を短縮すること。 

 (3) 一戸建住宅等の小規模環境創出行為を事前協議が必要な環境創出行為か

ら除外すること。 

 (4) 秦野市まちづくり審議会の委員数を変更すること。 

 (5) 字句等の整理をすること。 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市まちづくり条例の一部を改正する条例 

 

秦野市まちづくり条例（平成１１年秦野市条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「みどり豊かな暮らしよい環境の創出」を「水とみどり豊かな暮らし

よい環境の創出」に改める。 

第１条中「市域の均衡がとれた」を「持続可能な」に、「みどり豊かな暮ら

しよい都市
ま ち

」を「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい都市
ま ち

」に改める。 

第２条後段中「すべての」を「全ての」に改める。 

第３条第１項第１号中「に定める」を「に規定する」に改め、同項第２号に

次のただし書を加える。 

ただし、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第２７条の規定による

評価書の公告又は神奈川県環境影響評価条例（昭和５５年神奈川県条例第 

３６号）第２２条の規定による予測評価書の公告の手続を経た環境創出行為

を除く。 

第３条第１項第２号ア（ア）中「以下」の次に「この条及び第４３条第１項

において」を加え、同号イ中「（以下「市街化調整区域」という。）」を削り、

同項第３号ただし書中「必要とする」の次に「法第７条第１項に規定する」を

加え、同条第２項第１号中「、同一」を「、同一の事業者」に改め、「（以下

「同一事業者等」という。）」を削り、同項第２号中「すでに」を「既に」に、

「同一事業者等」を「同一の事業者又は共同性を有する異なる事業者」に改め

る。 

第４条第１項中「に規定する市の」を「の規定により策定する本市の」に、

「以下」を「第７条第１項において」に改める。 

第７条第１項第２号中「以下」を「次項及び第９条において」に改める。 

第８条第１項中「推進地区基本計画とするため」の次に「、市長に対し」を

加え、「市長に対し、」を削る。 

第９条第１項中「以下」を「次項において」に改める。 

第１０条第１項第１号中「者（以下」の次に「この項及び次条において」を

加える。 

第１２条第１項第１号中「がけ」を「崖」に改め、同項第２号中「すべての」 
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を「全ての」に、「（以下」を「（第４項及び第１５条において」に改める。 

第１５条中「（以下「地区計画等」という。）」及び「（以下「建築協定」

という。）」を削る。 

第１６条第１項各号列記以外の部分中「環境創出行為をしようとする」を

「環境創出行為（一戸建住宅又はその附属建築物の建築を目的とする小規模環

境創出行為を除く。）をしようとする」に改め、同項第１号中「（以下「事前

調査書」という。）」を削り、同条第４項中「（以下「法令等」という。）」

を削り、「以下」の次に「この項及び第４５条において」を加える。 

第１８条第１項中「。以下」を「。第３８条第２項において」に改める。 

第１９条第２項後段中「すでに」を「既に」に改める。 

第２１条第２項中「（以下「変更協議申出書」という。）」を削り、同条第

３項前段中「変更協議申出書」を「環境創出行為変更協議申出書」に、「以下」

を「次条第２項において」に改め、同項後段中「同条第２項」を「第１８条第

２項」に改める。 

第２２条第３項中「以下」を「次条及び第４２条第１号において」に改める。 

第２５条第１項各号列記以外の部分中「以下」を「次項及び次条において」

に改める。 

第２６条第２項中「前項に規定する期間内」を「前項の規定による公告の日

の翌日から起算して３０日以内」に改める。 

第２７条第１項中「公告の日の翌日から起算して６０日を経過する日までの

間」を「期間内」に改める。 

第２８条第２項中「３０日間」を「１４日間」に改める。 

第２９条第１項中「公告の日の翌日から起算して６０日を経過する日までの

間」を「期間内」に改める。 

「第３節 みどり豊かな暮らしよい環境の創出」を「第３節 水とみどり豊

かな暮らしよい環境の創出」に改める。 

第３２条の見出し中「みどり豊かな」を「水とみどり豊かな」に改め、同条

第１項各号列記以外の部分中「みどり豊かな」を「水とみどり豊かな」に改め、

同項第６号中「かん養」を「涵
かん

養」に改め、同項第 7 号中「みどり豊かな」を

「水とみどり豊かな」に改め、同条第２項中「地区計画等、」を「法第１２条

の４に規定する地区計画等、建築基準法第６９条に規定する」に改める。 

第３３条第１項各号列記以外の部分中「暮らしよい」を「誰もが暮らしよい」 

に改め、同項第７号中「福祉のための」を「福祉と子育てのための」に改める。 
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第３４条第２項中「以下」の次に「この条及び第３７条において」を加え、

同条第３項中「３人」を「３名」に改める。 

第３７条中「聴いて」の次に「、事業者に対し」を加え、「事業者に対し」

を削る。 

第３８条第１項中「以下」の次に「この条及び第４４条第１項第１号におい

て」を加え、同条第２項第４号中「みどり豊かな」を「水とみどり豊かな」に

改め、同項第１１号中「、その他」を「その他」に改め、同項第１２号中「以

下」の次に「この項において」を加え、「、第１５号、第１６号及び第５条第

１項第１１号の地域若しくは物件」を「の地域、同条第１５号及び第１６号の

区域並びに同条例第５条第１項第１１号の物件（以下この号において「地域等」

という。）」に、「解除をし、又はこれらを定める規定」を「解除並びに地域

等を定める規定の制定又は改廃」に改め、同項第１３号中「規定による」を削

り、「特定区域」の次に「（以下この号において「特定区域」という。）」を

加え、「指定若しくは」を「指定又は」に、「解除をし、又はこれらを定める

規定」を「解除及び特定区域を定める規定の制定又は改廃」に改め、同項第 

１４号中「設定」を「制定又は改廃」に改め、同条第４項中「１３人」を 

「１０名」に改める。 

第３９条第１項第４号中「第２条第３号」を「第２条第２号」に改め、同条

第２項中「第１６条第１項の規定により事前調査書が提出された環境創出行為」

を「小規模環境創出行為」に改める。 

第４０条中「（以下「相続人等」という。）」を削り、「相続人等」を「相

続人その他の一般承継人」に改める。 

第４５条中「法令等」を「法令及び他の条例」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日（次項において「施行日」という。）から

施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市まちづくり条例第３条第１項第２号、第 

２６条第２項、第２７条第１項、第２８条第２項及び第２９条第１項の規定

は、施行日以後に特定環境創出行為計画書が提出される環境創出行為につい

て適用し、施行日前に特定環境創出行為計画書が提出された環境創出行為に

- 3 -



- 4 - 

ついては、なお従前の例による。 
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議案第１７号 秦野市まちづくり条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句等の整理によるものです。 

新 旧 

目次 目次 

第１章－第３章 （略） 第１章－第３章 （略） 

第４章 良好な環境創出のための手続等 第４章 良好な環境創出のための手続等 

第１節・第２節 （略） 第１節・第２節 （略） 

第３節 水とみどり豊かな暮らしよい環境の創出（第３２

条・第３３条） 

第３節 みどり豊かな暮らしよい環境の創出（第３２条・第

３３条） 

第５章－第７章 （略） 第５章－第７章 （略） 

附則 附則 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本理念を定め

るとともに、よりよい環境創出のための手続及び基準その他ま

ちづくりについて必要な事項を定めて、本市の優れた自然環境

を生かした持続可能なまちづくりを進めることにより、本市の

都市像である「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい

都市
ま ち

」の実現に寄与することを目的とする。 

第１条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本理念を定め

るとともに、よりよい環境創出のための手続及び基準その他ま

ちづくりについて必要な事項を定めて、本市の優れた自然環境

を生かした市域の均衡がとれたまちづくりを進めることによ

り、本市の都市像である「みどり豊かな暮らしよい都市
ま ち

」の実

現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） （基本理念） 

第２条 本市における四囲の豊かな自然と市街地の緑、きれいな

水とすがすがしい空気、豊かな人間関係、そして先人のたゆま

第２条 本市における四囲の豊かな自然と市街地の緑、きれいな

水とすがすがしい空気、豊かな人間関係、そして先人のたゆま
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ざる努力により築かれた伝統と文化は、将来にわたり守るべき

市民共有の財産である。まちづくりに携わる者は、これらの優

れた財産がもたらす恵みを全ての市民が受けることができるよ

うに、土地は公共の福祉を優先して利用されなければならない

との土地基本法（平成元年法律第８４号）の理念を踏まえ、本

市の基本構想に基づく協働のまちづくりに取り組まなければな

らない。 

ざる努力により築かれた伝統と文化は、将来にわたり守るべき

市民共有の財産である。まちづくりに携わる者は、これらの優

れた財産がもたらす恵みをすべての市民が受けることができる

ように、土地は公共の福祉を優先して利用されなければならな

いとの土地基本法（平成元年法律第８４号）の理念を踏まえ、

本市の基本構想に基づく協働のまちづくりに取り組まなければ

ならない。 

（定義） （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれの各号に定めるところによる。 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれの各号に定めるところによる。 

 (1) 環境創出行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。

以下「法」という。）第４条第１２項に規定する開発行為、

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１３号に

規定する建築行為その他規則で定める行為をいう。 

 (1) 環境創出行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。

以下「法」という。）第４条第１２項に定める開発行為、建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１３号に定

める建築行為その他規則で定める行為をいう。 

 (2) 特定環境創出行為 環境創出行為のうち、次に掲げるもの

をいう。ただし、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）

第２７条の規定による評価書の公告又は神奈川県環境影響評

価条例（昭和５５年神奈川県条例第３６号）第２２条の規定

による予測評価書の公告の手続を経た環境創出行為を除く。 

 (2) 特定環境創出行為 環境創出行為のうち、次に掲げるもの

をいう。 

ア 法第７条第１項に規定する市街化区域における環境創出

行為であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 法第７条第１項に規定する市街化区域における環境創出

行為であって、次のいずれかに該当するもの 

 (ｱ) 環境創出行為をしようとする区域（以下この条及び第  (ｱ) 環境創出行為をしようとする区域（以下「環境創出区
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４３条第１項において「環境創出区域」という。）の面

積が１０，０００平方メートル以上のもののうち、規則

で定めるもの 

域」という。）の面積が１０，０００平方メートル以上

のもののうち、規則で定めるもの 

 (ｲ) （略）  (ｲ) （略） 

イ 法第７条第１項に規定する市街化調整区域における環境

創出行為であって、環境創出区域の面積が３，０００平方

メートル以上のもののうち、規則で定めるもの 

イ 法第７条第１項に規定する市街化調整区域（以下「市街

化調整区域」という。）における環境創出行為であって、

環境創出区域の面積が３，０００平方メートル以上のもの

のうち、規則で定めるもの 

ウ （略） ウ （略） 

 (3) 小規模環境創出行為 環境創出行為のうち、環境創出区域

の面積が５００平方メートル未満のものをいう。ただし、前

号ウに該当する環境創出行為及び法第２９条第１項に規定す

る許可を必要とする法第７条第１項に規定する市街化調整区

域における環境創出行為その他規則で定める環境創出行為を

除く。 

 (3) 小規模環境創出行為 環境創出行為のうち、環境創出区域

の面積が５００平方メートル未満のものをいう。ただし、前

号ウに該当する環境創出行為及び法第２９条第１項に規定す

る許可を必要とする市街化調整区域における環境創出行為そ

の他規則で定める環境創出行為を除く。 

 (4)－(7) （略）  (4)－(7) （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する環境創出行為は、その区域の

全体を環境創出区域として、前項第１号から第３号までの規定

を適用する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する環境創出行為は、その区域の

全体を環境創出区域として、前項第１号から第３号までの規定

を適用する。 

 (1) 土地利用上現に一体の区域を構成し、又は一体的に利用す

ることが可能な区域において、同一の事業者又は共同性を有

する異なる事業者が行う環境創出行為 

 (1) 土地利用上現に一体の区域を構成し、又は一体的に利用す

ることが可能な区域において、同一又は共同性を有する異な

る事業者（以下「同一事業者等」という。）が行う環境創出
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行為 

 (2) 第２２条第３項に規定する検査済証を既に交付された環境

創出行為の区域に隣接する土地において、その交付日の翌日

から起算して１年を経過せずに、同一の事業者又は共同性を

有する異なる事業者が行う環境創出行為 

 (2) 第２２条第３項に規定する検査済証をすでに交付された環

境創出行為の区域に隣接する土地において、その交付日の翌

日から起算して１年を経過せずに、同一事業者等が行う環境

創出行為 

（本市の責務） （本市の責務） 

第４条 本市は、秦野市都市マスタープラン（法第１８条の２第

１項の規定により策定する本市の都市計画に関する基本的な方

針をいう。）その他のまちづくり方針（第７条第１項において

「まちづくり基本方針」という。）に基づき、まちづくりのた

めの施策を立案するとともに、その推進に努めるものとする。 

第４条 本市は、秦野市都市マスタープラン（法第１８条の２第

１項に規定する市の都市計画に関する基本的な方針をいう。）

その他のまちづくり方針（以下「まちづくり基本方針」とい

う。）に基づき、まちづくりのための施策を立案するととも

に、その推進に努めるものとする。 

２－４ （略） ２－４ （略） 

（環境創出推進地区基本計画の策定） （環境創出推進地区基本計画の策定） 

第７条 市長は、まちづくり基本方針に定める内容を実現するた

めに必要があると認めるときは、次に掲げる事項を内容とする

環境創出推進地区基本計画（以下「推進地区基本計画」とい

う。）を策定することができる。 

第７条 市長は、まちづくり基本方針に定める内容を実現するた

めに必要があると認めるときは、次に掲げる事項を内容とする

環境創出推進地区基本計画（以下「推進地区基本計画」とい

う。）を策定することができる。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 推進地区基本計画の対象となる地区（次項及び第９条にお

いて「計画地区」という。）の位置及び区域 

 (2) 推進地区基本計画の対象となる地区（以下「計画地区」と

いう。）の位置及び区域 

 (3)・(4) （略）  (3)・(4) （略） 

２－４ （略） ２－４ （略） 
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（環境創出推進地区基本計画に定めるべき事項の提案） （環境創出推進地区基本計画に定めるべき事項の提案） 

第８条 第１０条第１項に規定する地域まちづくり推進協議会

は、自ら策定した地域まちづくり基本構想に基づいた推進地区

基本計画とするため、市長に対し、推進地区基本計画に定める

べき事項を提案することができる。 

第８条 第１０条第１項に規定する地域まちづくり推進協議会

は、自ら策定した地域まちづくり基本構想に基づいた推進地区

基本計画とするため、推進地区基本計画に定めるべき事項を市

長に対し、提案することができる。 

２ （略） ２ （略） 

（環境創出推進事業の実施） （環境創出推進事業の実施） 

第９条 市長は、推進地区基本計画を策定したときは、計画地区

におけるまちづくりに必要と認める事業（次項において「環境

創出推進事業」という。）を行うことができる。 

第９条 市長は、推進地区基本計画を策定したときは、計画地区

におけるまちづくりに必要と認める事業（以下「環境創出推進

事業」という。）を行うことができる。 

２ （略） ２ （略） 

（市民によるまちづくりへの支援） （市民によるまちづくりへの支援） 

第１０条 市長は、第２条に規定する基本理念に基づくまちづく

りを推進するため、地域まちづくり基本構想その他規則で定め

る構想（以下「地域まちづくり基本構想」という。）を策定し

ようとする団体のうち、次の各号のいずれにも該当すると認め

るもの（以下「地域まちづくり推進協議会」という。）に対

し、技術的支援、まちづくりに関する情報の提供その他必要な

支援を行うものとする。 

第１０条 市長は、第２条に規定する基本理念に基づくまちづく

りを推進するため、地域まちづくり基本構想その他規則で定め

る構想（以下「地域まちづくり基本構想」という。）を策定し

ようとする団体のうち、次の各号のいずれにも該当すると認め

るもの（以下「地域まちづくり推進協議会」という。）に対

し、技術的支援、まちづくりに関する情報の提供その他必要な

支援を行うものとする。 

 (1) 地域まちづくり基本構想を策定しようとする区域（以下

「構想区域」という。）内に住所を有する者及び構想区域内

の土地又は建物の所有者、規則で定める利害を有する者（以

 (1) 地域まちづくり基本構想を策定しようとする区域（以下

「構想区域」という。）内に住所を有する者及び構想区域内

の土地又は建物の所有者、規則で定める利害を有する者（以
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下この項及び次条において「地域住民等」という。）及び構

想区域内のまちづくりに熱意がある者の自発的参加の機会が

保障されていること。 

下「地域住民等」という。）及び構想区域内のまちづくりに

熱意がある者の自発的参加の機会が保障されていること。 

 (2)－(4) （略）  (2)－(4) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（地域まちづくり協定の締結等） （地域まちづくり協定の締結等） 

第１２条 地域まちづくり推進協議会は、次の各号のいずれにも

該当する地域まちづくり基本構想を策定したときは、その地域

まちづくり基本構想を内容とする協定（以下「地域まちづくり

協定」という。）を締結するように市長に求めることができ

る。 

第１２条 地域まちづくり推進協議会は、次の各号のいずれにも

該当する地域まちづくり基本構想を策定したときは、その地域

まちづくり基本構想を内容とする協定（以下「地域まちづくり

協定」という。）を締結するように市長に求めることができ

る。 

 (1) 構想区域が道路、鉄道、河川、崖その他土地の範囲を明示

するのに適当なものにより区分されており、かつ、おおむね

５，０００平方メートル以上の面積があること。 

 (1) 構想区域が道路、鉄道、河川、がけその他土地の範囲を明

示するのに適当なものにより区分されており、かつ、おおむ

ね５，０００平方メートル以上の面積があること。 

 (2) 構想区域内の土地について所有権を有する全ての者及びそ

の区域内の土地について借地権（借地借家法（平成３年法律

第９０号）にいう借地権をいう。以下同じ。）を有する全て

の者（第４項及び第１５条において「構想区域内の権利者」

という。）のうち、８割以上のものが、その地域まちづくり

基本構想に同意していること。 

 (2) 構想区域内の土地について所有権を有するすべての者及び

その区域内の土地について借地権（借地借家法（平成３年法

律第９０号）にいう借地権をいう。以下同じ。）を有するす

べての者（以下「構想区域内の権利者」という。）のうち、

８割以上のものが、その地域まちづくり基本構想に同意して

いること。 

 (3) （略）  (3) （略） 

２－７ （略） ２－７ （略） 
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（地区計画等の活用等） （地区計画等の活用等） 

第１５条 市長及び構想区域内の権利者は、構想区域内におい

て、法第１２条の４に規定する地区計画等及び建築基準法第 

６９条に規定する建築協定を活用するように努めなければなら

ない。 

第１５条 市長及び構想区域内の権利者は、構想区域内におい

て、法第１２条の４に規定する地区計画等（以下「地区計画

等」という。）及び建築基準法第６９条に規定する建築協定

（以下「建築協定」という。）を活用するように努めなければ

ならない。 

（環境創出行為の事前協議） （環境創出行為の事前協議） 

第１６条 環境創出行為（一戸建住宅又はその附属建築物の建築

を目的とする小規模環境創出行為を除く。）をしようとする事

業者は、次の各号に掲げる環境創出行為の種類に応じ、それぞ

れの各号に規定する書面をあらかじめ市長に提出し、協議しな

ければならない。 

第１６条 環境創出行為をしようとする事業者は、次の各号に掲

げる環境創出行為の種類に応じ、それぞれの各号に規定する書

面をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。 

 (1) 小規模環境創出行為 小規模環境創出行為事前調査書  (1) 小規模環境創出行為 小規模環境創出行為事前調査書（以

下「事前調査書」という。） 

 (2) （略）  (2) （略） 

２・３ （略） ２・３（略） 

４ 第１項の規定による協議は、環境創出行為をしようとするこ

とについて法令及び他の条例の規定により許可、認可その他こ

れらに相当する行為（規則で定めるものを除く。以下この項及

び第４５条において「許可等」という。）を要することとされ

ているときは、その許可等に係る手続に先立って行うように努

めなければならない。 

４ 第１項の規定による協議は、環境創出行為をしようとするこ

とについて法令及び他の条例（以下「法令等」という。）の規

定により許可、認可その他これらに相当する行為（規則で定め

るものを除く。以下「許可等」という。）を要することとされ

ているときは、その許可等に係る手続に先立って行うように努

めなければならない。 
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（事前協議確認通知書の交付） （事前協議確認通知書の交付） 

第１８条 市長は、事前協議書の提出があったときは、その内容

について第３２条及び第３３条に規定する基準並びに秦野市景

観まちづくり条例（平成１７年秦野市条例第２６号。第３８条

第２項において「景観まちづくり条例」という。）第２８条第

３項に定める方針に従い協議し、規則で定める期間内に環境創

出行為の実施に当たり行うべき処置その他必要と認める事項を

記載した書面（以下「事前協議確認通知書」という。）を事業

者に交付するものとする。 

第１８条 市長は、事前協議書の提出があったときは、その内容

について第３２条及び第３３条に規定する基準並びに秦野市景

観まちづくり条例（平成１７年秦野市条例第２６号。以下「景

観まちづくり条例」という。）第２８条第３項に定める方針に

従い協議し、規則で定める期間内に環境創出行為の実施に当た

り行うべき処置その他必要と認める事項を記載した書面（以下

「事前協議確認通知書」という。）を事業者に交付するものと

する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（行為着手等の制限） （行為着手等の制限） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 事業者及び工事施行者は、第２１条第２項の規定による協議

をしなければならないときは、同条第３項の規定による再協議

確認通知書の交付を受けた日以後でなければ環境創出行為に着

手してはならない。この場合において、既に環境創出行為に着

手しているときは、直ちにその環境創出行為を停止しなければ

ならない。 

２ 事業者及び工事施行者は、第２１条第２項の規定による協議

をしなければならないときは、同条第３項の規定による再協議

確認通知書の交付を受けた日以後でなければ環境創出行為に着

手してはならない。この場合において、すでに環境創出行為に

着手しているときは、直ちにその環境創出行為を停止しなけれ

ばならない。 

（環境創出行為の変更） （環境創出行為の変更） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 事業者は、事前協議確認通知書を交付された後（次項の規定

による再協議確認通知書を交付された場合にあっては、その通

２ 事業者は、事前協議確認通知書を交付された後（次項の規定

による再協議確認通知書を交付された場合にあっては、その通
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知書を交付された後）、その環境創出行為の内容を変更しよう

とするときは、環境創出行為変更協議申出書をあらかじめ市長

に提出し、協議しなければならない。 

知書を交付された後）、その環境創出行為の内容を変更しよう

とするときは、環境創出行為変更協議申出書（以下「変更協議

申出書」という。）をあらかじめ市長に提出し、協議しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、環境創出行為変更協議申出書の提出があったとき

は、その内容について第３２条及び第３３条に規定する基準に

従い協議し、規則で定める期間内に第１８条第１項に規定する

事項を記載した書面（次条第２項において「再協議確認通知

書」という。）を事業者に交付するものとする。この場合にお

いて、第１８条第２項及び第３項の規定を準用する。 

３ 市長は、変更協議申出書の提出があったときは、その内容に

ついて第３２条及び第３３条に規定する基準に従い協議し、規

則で定める期間内に第１８条第１項に規定する事項を記載した

書面（以下「再協議確認通知書」という。）を事業者に交付す

るものとする。この場合において、同条第２項及び第３項の規

定を準用する。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（工事完了の届出等） （工事完了の届出等） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、前項の規定による検査の結果、その環境創出行為が

事前協議確認通知書等の内容に適合していると認めるときは、

同項の検査をした日（適合していないと認めるときは、その是

正がなされたことを確認した日）の翌日から起算して１０日以

内に、環境創出行為に関する工事の検査済証（次条及び第４２

条第１号において「検査済証」という。）を事業者に交付しな

ければならない。 

３ 市長は、前項の規定による検査の結果、その環境創出行為が

事前協議確認通知書等の内容に適合していると認めるときは、

同項の検査をした日（適合していないと認めるときは、その是

正がなされたことを確認した日）の翌日から起算して１０日以

内に、環境創出行為に関する工事の検査済証（以下「検査済

証」という。）を事業者に交付しなければならない。 
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（特定環境創出行為計画書の提出等） （特定環境創出行為計画書の提出等） 

第２５条 特定環境創出行為をしようとする事業者は、第１６条

第１項の規定による協議の前に、次に掲げる事項を記載した書

面（次項及び次条において「特定環境創出行為計画書」とい

う。）を市長に提出しなければならない。 

第２５条 特定環境創出行為をしようとする事業者は、第１６条

第１項の規定による協議の前に、次に掲げる事項を記載した書

面（以下「特定環境創出行為計画書」という。）を市長に提出

しなければならない。 

 (1)－(3) （略）  (1)－(3) （略） 

２－５ （略） ２－５ （略） 

（特定環境創出行為計画書の公告、縦覧及び周知） （特定環境創出行為計画書の公告、縦覧及び周知） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２ 事業者は、前項の規定による公告の日の翌日から起算して 

３０日以内に、近隣住民及び周辺住民に対し、説明会等の適切

な方法により特定環境創出行為計画書の内容を周知しなければ

ならない。 

２ 事業者は、前項に規定する期間内に、近隣住民及び周辺住民

に対し、説明会等の適切な方法により特定環境創出行為計画書

の内容を周知しなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

（意見書の提出等） （意見書の提出等） 

第２７条 特定環境創出行為に関する意見を有する者は、前条第

１項に規定する期間内に、その意見を記載した書面（以下「意

見書」という。）を市長に提出することができる。 

第２７条 特定環境創出行為に関する意見を有する者は、前条第

１項に規定する公告の日の翌日から起算して６０日を経過する

日までの間に、その意見を記載した書面（以下「意見書」とい

う。）を市長に提出することができる。 

２ （略） ２ （略） 

（見解書の提出等） （見解書の提出等） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

- 10 -



- 11 - 

 

２ 市長は、見解書の提出があったときは、速やかに見解書の縦

覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、その公

告の日の翌日から起算して１４日間、意見書の写し及び見解書

の写しを縦覧しなければならない。 

２ 市長は、見解書の提出があったときは、速やかに見解書の縦

覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、その公

告の日の翌日から起算して３０日間、意見書の写し及び見解書

の写しを縦覧しなければならない。 

（再意見書の提出等） （再意見書の提出等） 

第２９条 見解書に対する意見を有する者は、前条第２項に規定

する期間内に、市長に対しその意見を記載した書面（以下「再

意見書」という。）を提出するとともに、次条に規定する公聴

会における意見の陳述を申し出ることができる。 

第２９条 見解書に対する意見を有する者は、前条第２項に規定

する公告の日の翌日から起算して６０日を経過する日までの間

に、市長に対しその意見を記載した書面（以下「再意見書」と

いう。）を提出するとともに、次条に規定する公聴会における

意見の陳述を申し出ることができる。 

２ （略） ２ （略） 

第３節 水とみどり豊かな暮らしよい環境の創出 第３節 みどり豊かな暮らしよい環境の創出 

（水とみどり豊かな環境の創出） （みどり豊かな環境の創出） 

第３２条 事業者及び工事施行者は、水とみどり豊かな環境を創

出するため、次に掲げる事項について、規則で定める基準に従

い、環境創出行為を行わなければならない。 

第３２条 事業者及び工事施行者は、みどり豊かな環境を創出す

るため、次に掲げる事項について、規則で定める基準に従い、

環境創出行為を行わなければならない。 

 (1)－(5) （略）  (1)－(5) （略） 

 (6) 水資源の保全及び涵
か ん

養  (6) 水資源の保全及びかん養 

 (7) その他水とみどり豊かな環境を創出するために必要な事項

の実施 

 (7) その他みどり豊かな環境を創出するために必要な事項の実

施 

２ 前項に掲げる事項について、法第１２条の４に規定する地区

計画等、建築基準法第６９条に規定する建築協定又は地域まち

２ 前項に掲げる事項について、地区計画等、建築協定又は地域

まちづくり協定により、規則で定める基準と異なる基準が定め
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づくり協定により、規則で定める基準と異なる基準が定められ

ている区域においては、その異なる基準を規則で定める基準と

みなす。 

られている区域においては、その異なる基準を規則で定める基

準とみなす。 

（暮らしよい環境の創出） （暮らしよい環境の創出） 

第３３条 事業者及び工事施行者は、誰もが暮らしよい環境を創

出するため、次に掲げる事項について、規則で定める基準に従

い、環境創出行為を行わなければならない。 

第３３条 事業者及び工事施行者は、暮らしよい環境を創出する

ため、次に掲げる事項について、規則で定める基準に従い、環

境創出行為を行わなければならない。 

 (1)－(6) （略）  (1)－(6) （略） 

 (7) 福祉と子育てのための都市環境の整備  (7) 福祉のための都市環境の整備 

 (8)－(11) （略）  (8)－(11) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（あっせん） （あっせん） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ 市長は、紛争当事者間の調整を行うため秦野市環境創出行為

紛争調整相談員（以下この条及び第３７条において「紛争調整

相談員」という。）を置くものとする。 

２ 市長は、紛争当事者間の調整を行うため秦野市環境創出行為

紛争調整相談員（以下「紛争調整相談員」という。）を置くも

のとする。 

３ 紛争調整相談員の定数は、３名以内とする。 ３ 紛争調整相談員の定数は、３人以内とする。 

４－６ （略） ４－６ （略） 

（工事着手の延期等の要請） （工事着手の延期等の要請） 

第３７条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認める

ときは、紛争調整相談員又は次条第 1 項に規定する秦野市まち

づくり審議会の意見を聴いて、事業者に対し、期間を定めて工

第３７条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認める

ときは、紛争調整相談員又は次条第 1 項に規定する秦野市まち

づくり審議会の意見を聴いて、期間を定めて工事の着手の延期
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事の着手の延期又は工事の停止を要請するものとする。 又は工事の停止を事業者に対し要請するものとする。 

（秦野市まちづくり審議会） （秦野市まちづくり審議会） 

第３８条 市長の附属機関として、秦野市まちづくり審議会（以

下この条及び第４４条第１項第１号において「審議会」とい

う。）を設置する。 

第３８条 市長の附属機関として、秦野市まちづくり審議会（以

下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、次に掲げる事項に関する市長の諮問に応じて調査

及び審議を行い、その結果を答申し、又はその意見を建議す

る。 

２ 審議会は、次に掲げる事項に関する市長の諮問に応じて調査

及び審議を行い、その結果を答申し、又はその意見を建議す

る。 

 (1)－(3) （略）  (1)－(3) （略） 

 (4) 第３２条及び第３３条に規定する水とみどり豊かな暮らし

よい環境の創出に係る事項（これらの規定に基づいて定める

基準を含む。） 

 (4) 第３２条及び第３３条に規定するみどり豊かな暮らしよい

環境の創出に係る事項（これらの規定に基づいて定める基準

を含む。） 

 (5)－(10) （略）  (5)－(10) （略） 

 (11) 景観まちづくりに関する基本的事項その他景観まちづくり

条例の施行に関する重要事項 

 (11) 景観まちづくりに関する基本的事項、その他景観まちづく

り条例の施行に関する重要事項 

 (12) 秦野市屋外広告物条例（平成２２年秦野市条例第１８号。

以下この項において「屋外広告物条例」という。）第４条第

１号から第３号までの地域、同条第１５号及び第１６号の区

域並びに同条例第５条第１項第１１号の物件（以下この号に

おいて「地域等」という。）の指定又はその指定の変更若し

くは解除並びに地域等を定める規定の制定又は改廃に関する

事項 

 (12) 秦野市屋外広告物条例（平成２２年秦野市条例第１８号。

以下「屋外広告物条例」という。）第４条第１号から第３号

まで、第１５号、第１６号及び第５条第１項第１１号の地域

若しくは物件の指定又はその指定の変更若しくは解除をし、

又はこれらを定める規定に関する事項 
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 (13) 屋外広告物条例第８条第１項の特定区域（以下この号にお

いて「特定区域」という。）の指定又はその指定の変更若し

くは解除及び特定区域を定める規定の制定又は改廃に関する

事項 

 (13) 屋外広告物条例第８条第１項の規定による特定区域の指定

若しくはその指定の変更若しくは解除をし、又はこれらを定

める規定に関する事項 

 (14) 屋外広告物条例第７条、第８条第２項及び第９条第２項の

規定による基準の制定又は改廃に関する事項 

 (14) 屋外広告物条例第７条、第８条第２項及び第９条第２項の

規定による基準の設定に関する事項 

 (15) （略）  (15) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 審議会は、１０名以内の委員により組織する。 ４ 審議会は、１３人以内の委員により組織する。 

５ （略） ５ （略） 

（適用除外） （適用除外） 

第３９条 次に掲げる環境創出行為については、第１６条から第

３７条までの規定は、適用しない。 

第３９条 次に掲げる環境創出行為については、第１６条から第

３７条までの規定は、適用しない。 

 (1)－(3) （略）  (1)－(3) （略） 

 (4) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第６号又

は神奈川県立自然公園条例（昭和３４年神奈川県条例第６

号）第２条第２号に規定する公園事業として行う環境創出行

為 

 (4) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第６号又

は神奈川県立自然公園条例（昭和３４年神奈川県条例第６

号）第２条第３号に規定する公園事業として行う環境創出行

為 

 (5) （略）  (5) （略） 

２ 小規模環境創出行為については、第１７条から第３１条まで

及び第３４条から第３７条までの規定は、適用しない。 

２ 第１６条第１項の規定により事前調査書が提出された環境創

出行為については、第１７条から第３１条まで及び第３４条か

ら第３７条までの規定は、適用しない。 
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（事業者の承継） （事業者の承継） 

第４０条 事業者について一般承継（相続又は合併をいう。）が

あったときは、この条例に基づき被承継人が行った行為は相続

人その他の一般承継人が行ったものとみなし、被承継人につい

て行われた行為は相続人その他の一般承継人について行われた

ものとみなす。 

第４０条 事業者について一般承継（相続又は合併をいう。）が

あったときは、この条例に基づき被承継人が行った行為は相続

人その他の一般承継人（以下「相続人等」という。）が行った

ものとみなし、被承継人について行われた行為は相続人等につ

いて行われたものとみなす。 

（許可等への配慮） （許可等への配慮） 

第４５条 市長その他本市の機関は、事業者が環境創出行為を行

うことについて法令及び他の条例の規定により許可等を要する

こととされている場合において、その許可等の権限を有すると

きは、その許可等を行うに当たり事前協議確認通知書等の内容

について配慮するものとする。 

第４５条 市長その他本市の機関は、事業者が環境創出行為を行

うことについて法令等の規定により許可等を要することとされ

ている場合において、その許可等の権限を有するときは、その

許可等を行うに当たり事前協議確認通知書等の内容について配

慮するものとする。 

  

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和３年４月１日（次項において「施行日」と

いう。）から施行する。 

 

（適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市まちづくり条例第３条第１項

第２号、第２６条第２項、第２７条第１項、第２８条第２項及

び第２９条第１項の規定は、施行日以後に特定環境創出行為計
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画書が提出される環境創出行為について適用し、施行日前に特

定環境創出行為計画書が提出された環境創出行為については、

なお従前の例による。 
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議案第１７号資料１  

 

   秦野市まちづくり条例の一部を改正することについて 

 

１ 改正の背景 

本市では、優れた自然環境を生かしたまちづくりを進めることにより、本

市の都市像の実現に寄与することを目的とした秦野市まちづくり条例を制定

し、より質の高いまちづくりを推進しているところですが、本格的な人口減

少や少子・超高齢社会の到来、地球規模の自然災害や環境問題のほか、令和

３年度には新東名高速道路の開通が予定されるなど、本市を取り巻く環境は

大きく変化しています。 

 

２ 改正の概要 

 (1) 秦野市総合計画基本構想に掲げる都市像を条例の目的等に反映します。 

 (2) 特定環境創出行為 

  ア 環境影響評価法の規定による評価書の公告又は神奈川県環境影響評価

条例の規定による予測評価書の公告の手続を経たものを対象から除外し

ます。 

  イ 次のとおり、手続期間を短縮します。 

 改正後 改正前 

計画書

の周知 

特定環境創出行為計画書の公

告の日の翌日から起算して30

日以内 

特定環境創出行為計画書の縦

覧の期間内（公告の日の翌日

から起算して 45 日間） 

意見書

の提出 

特定環境創出行為計画書の縦

覧の期間内（公告の日の翌日

から起算して 45 日間） 

特定環境創出行為計画書の公

告の日の翌日から起算して

60 日を経過する日までの間 

見解書

の縦覧 

見解書の公告の日の翌日から

起算して 14 日間 

見解書の公告の日の翌日から

起算して 30 日間 

再意見

書の提

出 

見解書の縦覧の期間内（公告

の日の翌日から起算して 14

日間） 

見解書の公告の日の翌日から

起算して 60 日を経過する日

までの間 

 (3) 一戸建住宅又はその附属建築物の建築に係る小規模環境創出行為を事前

協議が必要な環境創出行為から除外します。 

 (4) 秦野市まちづくり審議会の委員定数を１３名以内から１０名以内に改め

ます。 
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３ 改正による影響等 

 (1) 意見書の提出期間 

   特定環境創出行為に対する意見書及び再意見書を提出できる期間が短縮

されますが、神奈川県環境影響評価条例の規定による予測評価書案に対す

る意見書の提出等と同等であり、妥当な期間と考えます。 

 (2) 事業者への影響 

   環境影響評価法の規定による評価書の公告又は神奈川県環境影響評価条

例の規定による予測評価書の公告手続を経た事業が特定環境創出行為から

除外されること、特定環境創出行為の手続に必要な日数が短縮されること、

小規模環境創出行為（一戸建住宅又はその附属建築物に限る。）の事前協

議手続が不要となることにより早期の事業着手が可能となるなど、手続に

係る負担が軽減されます。 

 

４ 施行日 

  令和３年４月１日 
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